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0.は じ め に

一 脳死は人の死か?

この問いをめ ぐって20年 以上にわた り,様 々な議論がなされてきたこと

はよく知 られている。だが,こ の問いには前提 としてメタ的な問いが付随し

ていることは必ず しもよく理解されていない。

そ もそも,こ の問いは誰に対 してなされているのか。言い換えれば,こ の

問いに答えるべきは誰なのか。臨床医なのか,医 学 ・生理学(以 下,医 学で

代表する)の 研究者なのか,あ るいは代議士なのか,は たまた哲学者のか,

宗教家なのか。

このメタ的問題提起には,最 初の問題提起が本質的に何を問うた問いであ

るのかを明確にする役割がある。本稿では,人 間学という科学が持つ科学哲

学的性格 を前面に出して,こ の問いそれ自体の本質を明らかにし,そ の次に

この問いに対する答えに迫ってみたいと考えている。
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1.「 脳死」の定義 と 「死」 の定義

「脳死」 とは,「脳幹を含む全脳の不可逆的機能停止」 と定義 されるi。要

するに,蘇 ることのない全脳の機能停止である。すべての人は昔 も今 も誰 し

もが最期はこの脳死に至るのだが,か つては脳死 と心臓死(=心 臓の停止)

が同時とされていたために,人 の最期には一つの死だけがあって,敢 えて 「脳

死」や 「心臓死」という用語 を用いる必要がなかった。やがてそれが医療技

術の進歩により,脳 死 となった人の呼吸を人工的に維持 し,あ たか も眠って

いるような状態の まま存続させることができるようになった。つまり,人 の

生命の最 も根幹 とされてきた脳 と心臓 その二種類の停止の間にタイムラ

グを作 り出すことに成功 したのである。その結果 として,そ の二種類の停止

のいずれを基準 とするかによって,「脳死」と 「心臓死」 とい う二つの死が

併存することとなった。

したがって,今 日において社会問題として一般に議論 されるのは,医 学的

に定義される 「脳死」それ自体ではなく 「脳死状態」(=「 脳死」だが心臓

は生きているという,死 のタイムラグ状態)に ついてである。

そ して,「臓器移植」を推進する立場の医師,研 究者たちは,移 植の提供

者としてこの 「脳死状態」の患者に白羽の矢を立てたのである。提供者の犠

牲を前提とする心臓や肝臓の移植は,技 術的には可能であっても人道的には

許されないことであった。他人の死を前提 とした生命維持が認められるはず

がなかった。 しか し,「脳死状態」の人を 「臓器は生きているが人間 として

は死んでいる」 と見なしてよいのであれば,「死んだ人か ら生きた臓器 を取

り出して,そ れを必要 とする患者に移植する」ことは人道にもとることもな

く,優れた救命医療 ということになるわけである。問題は,本 当に 「脳死状態」

の人を 「人間としては死んでいる」と言ってよいのかどうかである。

結局,問 われるのは 「死」の定義である。「脳死」と 「心臓死」は医学的

に定義できるが,そ のいずれを人の死 と定義するのかについては,医 学の中
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に答えがないのである。多 くの人は病院で死ぬ。患者の臨終の宣告を下 して

家族に伝 えるのは専ら医師の役 目である。それなのに,「死」の定義は医学

的に行えないという。

臓器移植問題は,医 学的には定義できない 「死」を,社 会的な決めごとと

して定義 しようとする動機づけを与えた。1997年 の 「臓器の移植に関す る法

律」(以 下,臓 器移植法),2009年 の改正臓器移植法は,「脳死状態」の人を

条件付 きで既に死者であると認定 したものであ り,ま さに 「死」の定義 を法

律で決めたものである。民主的に選出された議員たちによってこの法律が制

定された以上,全 国民はこの 「死」の定義に関与 したことになる。

2009年 の改正臓器移植法は,患 者本人が生前に書面で臓器提供拒否の意思

表示を行っていない限 り,積 極的な臓器提供の意思表示の有無に関わりなく,

家族の同意だけで臓器提供できるようになった。つ まり,こ の条文が適用さ

れて臓器提供する患者は死者 と見なされることになった。そうなると,同 じ

脳死状態であって も家族が臓器提供を拒否した場合は,そ の人は 「生 きて」

お り,家族が臓器提供に合意した場合 は,その人は 「死んで」いることになる。

人の生死が臓器提供との関係で左右 されることとなったのである。

人の生死という人生の根本問題が,ま るで根無 し草のように人々の都合で

取 り扱われているようにも見える。社会の現実に直面 しながらも,私 たちは

生命の尊厳に立ち返って,本 来どのような姿勢で生死 と対峙すべ きであるの

か,真 摯に探究しなければならない。本稿はそのための試論である。

2.医 学 にお ける 「死」

前節で 「死」は医学的には定義で きないと述べた。 より正確には,完 全な

る 「生の状態」 と完全 なる 「死の状態」は確かに存在 し,定 義が可能だが,

その境界線 即ち生の状態から死の状態への移行の瞬間としての 「死」が,

どの時点なのかを医学的に決めることができない,と いうのが正 しい。

医学者たちの見解はどうか。多 田 ・河合編(1991)は,「 死」の概念の曖
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昧さを一般の読者に示す好著であった。特にその第1部 は,hた る医学者

たちが,声 を揃えて 「死」の概念の主観性を強調 している。分子遺伝学者の

本庶佑氏は,「 『死』 とは連続的なプロセスであって,そ こにはファジィな境

界線 しかない。果たして定義できるのか」 と記 している。解剖学者の養老孟

司氏は,「『死』 とは社会的規定に過 ぎない」 と断定している。生物化学者の

中村桂子氏 もまた,「 『死』はプロセスであって,誕 生の瞬間がどこかわから

ないのと同 じである」と述べている。生物学者で岡田節人氏は,「 生物学 と

しては 『死』は研究対象にならない」としている。そして,プ ラナリアとい

う小動物は全能細胞 を持ってお り,身 体を半分に切ってもそれぞれが分裂し

て新 しい生命 とな り,死 なないという。このように地球上の生物の多 くには

「個体の死」 という概念がないのだ という。岡田氏は結論 として,「 『死』は

人間にとってのみ厳粛なものである」としている。

この書において著名な医学者,科 学者たちが揃いも揃 って 「死」の概念の

主観性 を述べたことは,脳 死問題を考える前提 としての理論基盤を自然科学

のみに求めることは難 しいと,自 ら告白した重要な意味を持つ。

このように,生 命は 「生の状態」から 「死の状態」へ緩やかに移行するの

であって,瞬 間的事象としての 「死」 というものは客観世界には存在 しない。

つまり,医 師が心臓停止,呼 吸停止,瞳 孔拡散の徴候をもって,「ご臨終です」

と 「死」の宣告を家族に告げるのは,心 臓死の停止をもって 「死」の瞬間と

する社会的な取 り決めによって行 っている もので,実 際には 「生」と 「死」

の中間段階を人は緩やかに移行 していくのである。

人間の肉体において生 と死は常に繰 り返されている。肉体を構成する個々

の細胞が生 と死を繰 り返 していることは,今 日の医学において常識 とされて

いる。人間は一年も経てば,物 質的には90%は 入れ替わ りほぼ別人となって

いる。そして,医 師が個体の死を宣告したあとも細胞は生 き続け,緩 やかに

死の状態への移行が進む。それは毎 日繰 り返される現象の延長上にあって特

別なことではない。

要は,自然科学が 「死」の瞬間を客観的に認定することはできないのである。
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人間社会においてこの瞬間を 「死」と呼びましょうと取 り決める約束事に過

ぎないのである。「死の瞬間」というのは時間概念の産物である。

そもそも 「過去 ・現在 ・未来」 という時間概念も客観的には認定できない。

物理学上の時間は 「線型時間」と言って,定 規の目盛 りが始め も終わりもな

く続いているように一本の時間軸があるのみである。そこには 「現在」とい

う基準点は存在 しない。必然的に現在との相対的関係を表す 「過去 ・未来」

もまた存在 しない。「過去・現在 ・未来」というのは主観の存在場所を 「現在」

と定める主観的事象 なのである。「死」も 「現在」 も,人 間の主観的事象で

あるならば,そ れは 「自然科学」の考察対象ではな く,「人間学」の考察対

象であって,〈死〉,〈現在〉と表記されるべきものである。

多田 ・河合編(1991)の 編者でもある免疫学者の多田富雄氏も 「生命科学

では人間の生死に言及することはかえって難 しい」 としているが,さ らに多

田氏は一歩踏み込んで脳死について発言 している。生物学的には 「個体の生

命」というものを定義することは可能で,その成立要件を「自己同一性」や 「自

己組織の維持」 としている。 したがって,自 己同一性が破壊 される過程を個

体の死と呼ぶことはできるが,そ の観点か ら言えば人の脳死状態はまだ自己

組織の維持機能が保持されてお り,個 体の死 とは言えない,と している。

ここでは生物の生死を考える前提 としての 「個体」 という概念の難 しさも

提示されている。空を飛ぶ鳥の群れや海を泳 ぐ魚の群れが,一 斉に方向を変

えたりするのは,個 体を超えた本能的な意思の働 きがあるからだという。植

物に至っては,何 本 もの竹が地下茎でつながっている例 もある。環境問題へ

の生態学によって知 られるところとなった生態系の連鎖 もまた,個 体を超え

るより巨視的な生命秩序の存在を示している。

「死」も 「個体」も,私 たち人間の直観か ら見れば,実 にあ りあ りとした

実体のようだが,客 観世界を記述 した自然科学ではそうはいかないのだとい

うことをまず認識する必要があるだろう。それは 〈死〉であり,〈個体〉な

のである。
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3.言 語学 にお ける 「死」

我々人間は 「死」の瞬間が存在するとどこかで思っている。言語学の視点

から見ればどうだろうか。

動詞が表す出来事の,生 起か ら完了までの時間局面を表すアスペク トとい

う文法範躊がある。現代 日本語の各動詞語彙を,動 詞テイル形の意味という

アスペクト上の特性によって分類する考え方を示 したのは金田一春彦(1950)

であった。これにより,動 作性をもつ動詞は大きく継続動詞と瞬間動詞に二

分 される。即 ち,動 詞テイル形の意味が動作の継続を表す場合,そ の動詞は

継続動詞であ り,動 詞テイル形の意味が動作結果の存続 を表す場合,そ の動

詞は瞬間動詞であるとした。例えば,「車が走っている」,「私は本を読んで

いる」はそれぞれ主体の動作が継続 しているので,「走 る」,「読む」は継続

動詞である。一方,「彼は服を着ている」,「電気が点いている」においては,

主体の動作は既に終わってお り,そ の結果が存続 している状態であるので,

「着る」,「点 く」は瞬間動詞である。さて,「 この男は死んでいる」 という文

の意味は動作結果の存続 と解釈 されるため,死 ぬは瞬間動詞に分類 されるこ

とになる。 この見解に従えば,日 本語話者は 「死」を瞬間的事象 と捉 えてい

ることになる。

しか し,奥田靖雄(1977)は この瞬間動詞との呼称に疑問を投げかけた。「彼

は太っている」のテイル形の意味は動作結果の存続であるが,「 太る」とい

う動作 は瞬間的とは言えないという指摘である。代案として,動 作結果の存

続というのは,あ る状態か ら別の状態への変化 を表す という。「着ている」

は非着用状態か ら着用状態への変化,「 点いている」は消灯状態か ら点灯状

態への変化,「 太っている」は痩身状態から肥満状態への変化 を表す として,

「変化動詞」の呼称に改めることを提案 し,今 日では日本語教育の現場でも

この呼称が多 く採用 されている。

この観点から日本語の 「死ぬ」という動詞を捉え直してみると,それは 「生



人間学の探究(5)～ 脳 死 ・臓 器移植 と生命の尊厳(上)～(45)

の状態」から 「死の状態」への変化であって,「点 く」のように瞬間的なのか,

「太る」のように時間をかけての移行なのかは定まらないことになる。結果

として,日 本語話者の 「死」のとらえ方は医学的な 「死」の知見と矛盾 しな

いものとなっている。

4.記 号学 における 「死」

第2節 では医学における 「死」や 「個体」の定義の難 しさを見た。なぜ,

このように難しいのか。それは,「死」 も 「個体」 も純粋に医学の理論の産

物 として生まれたものではなく,も ともと人間の経験の中で実感として捉え

られていたものであって,そ れを医学に当てはめて定義 しようとしたところ

にある。「死」も 「個体」もその本質が主観的なものであるとすれば,そ れ

は医学的に定義できるものではなく,主 観世界を考察対象とする人間学の観

点から定義 し直すべきものということになろう。その上で,人 間学の理論的

基礎を構成する分野として記号学の知見を用いて考えてみたい。

一人の人間を 「個体」として自覚するもとになっているのは,明 らかに 〈自

我〉の存在である。物質的にはそっくり入れ替わったとしても,〈私〉は 〈私〉

でありつづける。 自我の存続こそ我々人間が 自分自身を 「個体」として認識

する基準 となっている。

人間自身の 「生」と 「死」 もまた,〈 自我〉の観点か ら見れば歴然 として

いる。〈自我〉の存在が 「生の状態」であり,〈自我〉の非存在が 「死の状態」

のである。 したがって,「死」とは 〈自我〉の喪失を意味することになる。

これは自己同一性や自己組織の維持を基準とする生物学的な 「個体」や 「死」

の概念とは全 く異なる。

「生の状態」から 「死の状態」への不可逆的な移行は,生 物学的には連続

的なものであった。 しか し,〈自我〉を基準として考えれば 「生の状態」と 「死

の状態」 との間には不連続な断絶がある。それは,「生」も 「死」 もある種

の記号であるがゆえに,意 識の中で差異化され,断 絶しているからである。
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もっとも,人 間は 〈自我〉の存在を経験することはできるが,〈 自我〉の

非存在を自ら経験することはできないため,自 分と同じ 〈自我〉の表象 を見

せなくなった人の姿をもって 〈自我〉の非存在,即 ち 「死」と捉えることに

なる。

これは,〈死〉 という記号がいかに生成されるか,と いう問題である。私

たちは人生の中で自分自身の 「死」の瞬間には立ち会えなくても,他 者の死

にはたびたび遭遇する。私たちは肉親の死を受け入れ,気 持ちを整理 してそ

の人と別れるために,「自分 とは異なる」姿になったその人の有 り様を 〈自我〉

を喪失 した人の姿として経験 し,記 号化する。

その一つは呼吸をせずに動かなくなった 〈不動〉という記号である。心臓

停止それ自体は身体の外からは見えないが,医 師による心臓死の宣告が,外

から見える呼吸の停止によって裏付け られる形で記号化 される。

そしてその結果としての体温の喪失 も,決 して瞬間的ではないが,医 師に

よる死の宣告を肉親が徐々に受け入れていくプロセスと相まって,死 者の身

体もまた徐々に冷たくなっていく。そ して完全に冷たくなったその人には〈冷

体〉という記号が与えられる。

客観世界にはない 〈死〉を主観世界 において定義するならば,こ のように

主観的に把捉 された 〈不動〉,〈冷体〉という記号をもって 〈死〉を定義 した

として何 ら不自然はない。

わが国における脳死問題の争点の所在はここにあるとも言える。すなわち,

脳死患者はまだ自分と同じように動いているし,温 かいのである。その姿は

私たちが眠っている姿と何ら変わらない。「脳死状態」になったか らと言って,

その状態のままの人を医師に 「ご臨終です」と言われても,家 族にとっては

受け入れがたい。家族にとってその患者の寝姿は,日 常的に接 してきた姿で

ある。毎朝起きては毎晩床に就 き,そ うやって何十年 も共に暮 らしてきて,

その姿のままの人を 「死んだ」 と果た して受け止められるだろうか。それは

家族にとっては 「生きているように見える」姿なのではなく,「生きている」

姿なのである。
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家族にとって脳死患者は単 なる遺体でないことはもとより,単 なる医療対

象でもない。それは様々な人生を生きてきた歴史を背負 う,尊 いその人その

ままなのである。そのことを丁寧に記述 した森岡正博(2000)は 出色の書で

ある。タイ トルの 「脳死の人」は脳死患者の尊厳に配慮 した表現である。

また,そ こにも引用されている中島みち(1990)の 記述が印象深い。

私は,五 ヶ月間のICU通 いの中で,は じめなんとも奇妙に思ったこと

があった。夫の,妻 の,そ して愛児の脳死を聞いても,誰 一人として,

患者の手をとるものがなく,涙 一粒こぼさないのである。最初のうち私

は,た またま,つ めたい というか,理 性的というか,そ ういう人々ばか

りにめ ぐりあったのかと,思ったりもした。しかし,やがてわかったのは,

脳死 している人を見ても,誰 しも,死 の実感が湧かないのだということ

であった。(中 略)

しか し,そ んな人々が,ほ とんど例外なしに,脳 死者の心臓が停止 し

て呼吸器を外 した時 は じめて,ワ ッと泣 き出したり,涙 をぬ ぐった り

するのである。この時,は じめて,死 を実感するのであろう。

人の 「死」に最 も強烈に直面するのはその人の家族である。そして,そ の

人の人格や尊厳をいちばん深 く知っているのが家族で もある。その家族 に

とっては,医 師の宣告 よりも記号としての生死の方が遙かに重みがあるので

ある。

自然科学は喜びや悲 しみといった情緒的要素を対象か ら排除することで成

立してきた。 しか し,「死」の定義を自然科学が与えられない以上,情 緒的

要素を排除しない人間学が私たちの実感の中にあるこの尊厳観をもって 「死」

を定義することは許されるはずである。この期に及んで科学的,非 科学的と

いう言葉を用いて家族が抱 く患者の尊厳観を軽視 した り,侮 蔑 した りするこ

とは厳に戒めなければならない。

日本人には潜在的に,肉 体 と精神 とをはっきり区別 しない心身一如的な生

命観があるとされている。つまり,肉 体の動きに心を見るのである。

脳死患者の肉体の動き,即 ち 「生命徴候」は,そ の人が 「まだ生きている」
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ことを家族に確信させる尊厳がある。例えば,脳 死患者の体に内臓摘出のた

めにメスを入れると血圧が急変動し,そ れを安定させるために麻酔を使 うこ

とがあるという。脳死患者も 「痛がっている」のではないかと見える。その

とき家族はその人を 「遺体」であると見ることができるだろうか。

具体事例 を紹介 したい。東京都在住の中村さん一家は,2005年 に愛娘の有

里ちゃんが脳死状態の宣告を受けて以降の家族の奮闘をインターネット上に

公開されている。ベッド上の有里ちゃんを取 り囲む家族の写真 には次のよう

なキャプションが記されている。

有里ちゃんの状態を知る唯一の手段は,血 中の酸素濃度と心拍数を示

すモニターの数値。たんが溜まるなど,不 快な状態にあると数値が下が

る。そうした変化を有里ちゃんの言葉や気持ちとして読み取って,介 護

にあたる。

有里ちゃんの身体に表れる変化は有里ちゃんの心の動 きであると家族は感

じている。また,有 里ちゃんの入院当初の出来事として,こ んな記述 もある。

「病院か ら'も う長 くない、と宣告され,涙 が止 まりませんで した。

その時,信 じられない事が起こ りました。兄弟たちが娘の手 を握 って体

をさす り,『有里!お 兄ちゃんだよ1頑 張 れ1元 気になって早 くお う

ちに帰ろう1』 と語 りかけ続けていると,下 る一方だった血圧が徐 々に

上がり,こ の日を境に状態が 良くなっていったんです。医師 ・看護師さ

んたちも大変驚 き,家 族の深い愛を感 じたと話してお られました。その

後,気 管切開手術をした時も,微 量の麻酔で手術 した ところ,急 激な血

圧の変化があり,麻 酔の量を増や したそうです。きっと,痛 く,怖 かっ

たのでしょう。心がとても痛みました」と暁美さんは振 り返る。

このように,家族は有里ちゃんの血圧の変化 も 「生命徴候」として読み取っ

ている。それは家族にとって有里ちゃんが 「生きている」証なのである。

梅原猛(2000)に も次のような記述がある。ここでは血圧の変化に加えて,

「涙」という 「生命徴候」 も記述されている。

作家の柳田邦男氏は,次 男が脳死状態になったときに,看 護婦 さんか
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ら 「いっぱい声をかけてあげてください」 と言われたそうです。声 をか

けると,血 圧が上がった。他の患者さんでも,脳 死状態になった娘さん

の髪を硫いてあげると涙が出てきたそうです。

このように,脳死状態の人は,私たちの認識における 〈死〉の定義 即ち 〈不

動〉や 〈冷体〉という姿ではないばかりか,逆 に 〈生〉の定義に該当する 〈生

命徴候〉が見られる。人間学の立場から言えば,そ の人は 「生きているよう

に見える」のではなく,そ の姿それ自体が 「生きている」のである。

「心臓死」と 「脳死」はただ単に二つの 「死」 として併存 しているわけで

はなく,そ こには質的な相違がある。梅原猛(2000)は こうも指摘 している。

つまり,人類が何十万年 と受け入れてきた 「心臓死」には 「公開性」があって,

そのことが遺された家族における 「死の受容」に重要な役割を果たしてきた。

これに対 し,「脳死」には 「公開性」がな く,そ の人が脳死となったことは

医師にしかわからない。家族は医師の言葉 に従うしかない。もし,脳 死を人

の死 とするならば,死 が秘儀の世界に閉じ込められることになる,と 。生死

の境をさまようその人の尊厳 をいちばん知っているのは医師よりも,む しろ

家族である。梅原氏は死の認定が家族の心 を離れて,医 師の秘儀の世界に閉

じ込め られてしまうことに強い警鐘 を鳴らしているのである。

5.文 化論 と しての 「死」

前節では 「死」の定義を記号学的な観点から行った。記号 というものは文

化的に受容 されるものであるから,記 号学イコール文化記号学でもある。そ

の観点から言えば 文化間による 「死」の定義には差異があ り得 る。たしか

に東洋と西洋とでその感覚に相違があることはこれまでも指摘されてきた。

脳死 ・臓器移植問題の社会的議論 も,欧 米 と日本における 「死」の意識の

差異を指摘する声が根強かった。つまり,日 本では脳死 をヒトの死と認めな

い傾向が強く,長 年,脳 死移植法の成立に対 しては慎重論が強かったのに対

し,欧 米 ・豪州などでは,臓 器提供に関係なく脳死をヒトの死 とし,本 人の
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意思が不明であっても,家 族の承諾で臓器提供が可能となっているという違

いである。最終的には法律論の問題 となるが,民 主国家における臓器移植法

の成立 ということは,結 局のところその国民の意識を反映したものという観

点からの文化論である。

このような状況に対 して,諸 外国の移植医療に比して日本の医療は 「遅れ

ている」 と主張する人も少なくなかった。特 に移植医療を推進 したい人は,

積極的にマスコミを利用 し,臓 器移植 を受けるために海外に渡航する患者の

姿 をメディァに登場 させた りした。「進んでいる」欧米の移植医療 こそが,

日本が目指すべき目標であるというベクトル設定がいつの間にかなされたの

である。

これに対 して反論を表明 してきた筆頭格 として哲学者の梅原猛氏が挙げら

れる。梅原氏は1990年 に厚生省の 「臨時脳死及び臓器移植調査会」(以 下,

脳死臨調)の 委員 となり,以 降,臓 器移植慎重派の代表格として,マ スコミ

でも積極的に発言 している。その考えは梅原(2000)な どにまとめられている。

それによると,典 型的な西洋的思考はデカル トの物心二元論的な生命観で

あ り,〈自我〉の喪失を 「死」と捉 える傾向がある。つまり,「"私"の 死は私

の死である」とい うことである。一方,日 本の価値観には山川草木への自然

崇拝を説いた神道や,平 等の精神 を説いた仏教の思想が底流にあ り,そ の価

値観から見れば何十万年 もの間,自 然に受け入れ られてきた 「死」の概念を,

現代において不自然な形で変更することは容認できないと主張する。臓器提

供は利他の行為だから仏教の精神 にも通 じるが,そ れはあくまでも本人の明

確な意思によるものでなければならず,家 族の同意だけではとうてい認めが

たいとしている。

他にも仏教の視点から脳死臨調を批判 した書として田代俊孝編(1992)が

ある。本書で示 されている見解は,編 著者田代俊孝氏を中心 とする学際的研

究機関 「死そして生を考える研究会」の一貫 した立場で,現 代社会は仏教的

倫理観を喪失 したがゆえに,① 生命 をモノ化 し,経 済的価値のシステムに組

み込んで しまっている,② 生死の問題 をタブー視 し,教 育現場で扱わない,
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③生命 を自らの所有物のように考える,等 の問題に直面 していると指摘 して

いる。 また,肉 親の死 を受容 してい くために必要なプロセスを重視 した り,

患者の人権の保護を強調 した りなど,脳 死を死とすることに対する慎重な立

場が一貫 して主張 されている。

脳死臨調をめ ぐるこのような言説から,西 洋文化を背景とする推進派 と東

洋文化 を背景とする慎重派の対立に二分されるような構図となったことは紛

れもない事実である。

文化間における 「死」の定義の差異は,十 分に検証 してみる必要のある興

味深いテーマである。東洋と言っても,中 国,韓 国,東 南アジア,イ ンドなど,

地域の文化によって微妙な差異があるだろう。 しかしながら本稿は,そ のこ

とを記述するのが 目的でもなく,ま たその用意 もないので,別 の機会に譲る

ことにする。

6.中 間ま とめ

本テーマはここか らが重要なのだが,執 筆の都合上,続 編を次号以降に譲

ることとする。

続編に向けて問題提起 をしておきたい。読者各位には続編 までの間,共 に

思索 し,議 論 していただけたら幸いである。

本稿第4節 で記号 としての 〈死〉について述べた。脳死患者の 「呼吸」や 「体

温⊥あるいは血圧変動などの生命徴候は,〈生〉の記号であるとした。 しか し,

記号 というのはコミュニケーションを前提 とするものであり,つ まりそれは

家族や他者からその人を見た尊厳であった。

それでは,他 者か ら切 り離 されたその人自身には尊厳を認めることができ

るのだろうか。例えば,天 涯孤独で家族 も親戚 もな く,た った一人で脳死状

態 となった人がいたとして,そ の人の尊厳は,家 族から愛されて大事にされ

てきた人に比べて尊厳が軽いと言えるだろうか。

この問題を考える上でもう一歩深 く生命の尊厳を探究する方途を模索 しな
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ければならない。その一つは,私 たちが日頃直観的に感 じる生の歓び,あ る

いは生命力のようなものを脳死患者は発現するのかしないのか,と いう視点

である。

もう一つは,仏 法には色心不二,あ るいは心身一如と称 される生命観があ

る。身体 と精神 とは一体不二 と考える思想である。この思想の観点から脳死

状態の人を見たとき,ど うなるのか,と いう視点である。その答えは,単 な

る文化的背景や倫理観の源泉 としての仏法ではなく,生 命哲学としての仏法

思想の中に求めていかなければならない。

続編では,こ うした視点から脳死臓器移植問題 を探究するとともに,日 本

における臓器移植法成立過程や実際に実行された臓器移植手術を巡る諸問題

などを振 り返 りたいと考えている。

注

(Endnotes)

i大 脳 ・小脳 が機能停止 となって重度の昏 睡 となって も,脳 幹 の機能が維持 されて い

れば 自発呼吸が行 われ る。 この状態 は植物状態 ・植 物人間と呼 ばれ,脳 死 とは区別

され る。
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